
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度非正規雇用労働者待遇改善支援事業（島根労働局委託事業） 

非正規雇用労働者の待遇改善を図ろうとする事業者を支援するために、待遇改善に関する 

一般的な相談や技術的な助言・提案について専門家（社会保険労務士・中小企業診断士等） 

が対応する無料の相談窓口（センター）を設置しました。 

また、事業主が抱える専門的支援課題に対して、その課題解決のために無料で専門家（派 

遣型コンサルタント）を派遣します。 

島根県非正規雇用労働者 

（一社）島根県経営者協会 

● 開設場所 松江市母衣町 55 番地４ 松江商工会議所ビル５階 

● 開 所 日 月～金曜日（土・日・祝日、年末・年始は休所） 

● 開所時間 午前９時から午後５時まで 

連 絡 先（電話）0852-33-7627（ＦＡＸ）0852-33-7628 

hiseiki@shimanekeikyo.com（メール）  

*** 島根県非正規雇用労働者待遇改善支援センター窓口 *** 
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まずはご相談ください！ 


